
入 札 公 告 

 

前橋市が管理する財産について、下記のとおり一般競争入札による売払いを行

うので、公告します。 

令和８年６月８日 

前橋市長 小 川   晶   

記 

１ 売払財産（土地） 

入札

番号 
所在地 地目 面積 入札予定価格 

1 総社町総社１６３０番１ 雑種地 164.80 ㎡ 5,870,000 円 

2 苗ケ島町２０１９番１ 宅地 306.81 ㎡ 3,780,000 円 

3 岩神町二丁目１０４８番１ 宅地 1,493.38 ㎡ 59,850,000 円 

4 柏倉町２２４番１、２２４番２ 宅地 561.31 ㎡ 4,710,000 円 

5 総社町植野７２２番 1 雑種地 588.22 ㎡ 9,800,000 円 

6 河原浜町３０５番２ 宅地 904.32 ㎡ 6,750,000 円 

7 鼻毛石町８８７番 1 雑種地 532.42 ㎡ 3,910,000 円 

8 朝日町一丁目２２番８ 宅地 105.64 ㎡ 5,020,000 円 

9 朝日町一丁目２６番３７ 宅地 119.11 ㎡ 5,230,000 円 

10 朝日町一丁目２９番３１ 宅地 118.24 ㎡ 4,580,000 円 

11 朝日町二丁目１０番２８ 宅地 140.67 ㎡ 5,580,000 円 

12 朝日町一丁目８番２１ 宅地 142.03 ㎡ 6,220,000 円 

13 朝日町二丁目２１番１７ 宅地 126.91 ㎡ 6,020,000 円 

14 広瀬町二丁目１０番１２ 宅地 299.04 ㎡ 10,910,000 円 

15 駒形町２９９番２ 雑種地 1,371.00 ㎡ 34,690,000 円 

 

 

２ 入札参加資格 

この入札に参加することができる者は、次に掲げる要件に該当しないこと。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び

第２項各号に掲げられた者  

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象になっている団体及びその構成員  

(3) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定される公有

財産に関する事務に従事する前橋市職員 

３ 入札説明書の配布の期間、場所及び方法 

(1) 配布期間 

令和８年６月９日（火）から令和８年９月３０日（水）までの期間 



ただし、土・日曜日及び祝日を除く。 

(2) 配布時間 

午前９時００分から午後５時００分まで 

(3) 配布場所 

前橋市役所６階資産経営課、８階道路建設課、各支所及び市民サービスセ

ンター等 

(4) 配布方法 

希望者に無料で配布する。 

４ 入札参加申込み受付の期間、場所及び方法 

 (1) 受付期間 

令和８年９月１４日（月）から令和８年９月３０日（水）までの期間 

ただし、土・日曜日及び祝日を除く。 

 (2) 受付時間 

午前９時００分から午後５時００分まで 

 (3) 受付場所 

前橋市役所６階 資産経営課 

 (4) 受付方法 

入札参加申込書及び必要書類を、受付場所に直接持参することにより行う

ものとし、郵送又は電送によるものは、受け付けない。 

５ 入札手続等 

(1) 入札及び開札の日時 

令和８年１０月８日（木）午前９時４５分から 

(2) 入札及び開札の場所 

前橋市大手町二丁目１２番１号 

前橋市役所本庁舎３階入札室 

(3) 入札方法  

入札書の直接持参によるものとし、電報、電送又は郵送による入札は、認めない。 

(4) 入札保証金 

ア 入札参加者は入札金額の５％以上（円未満切り上げ）の金額を入札保証

金として、入札日の前日までに前橋市の発行する納入通知書により、納付

しなければならない。 

イ 入札者が納付した入札保証金について、落札者以外の者には、口座振込

により返還する。 

ウ 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができ

るものとする。 

エ 入札保証金の返還の際には、利息は付さないものとする。 

オ 入札後、落札者が売買契約を締結しないときは、入札保証金は前橋市に帰属

することになり、返還しない。 

(5) 入札の無効 



入札参加資格のない者のした入札、申込書等に虚偽の記載をした者のした

入札又は入札に関する条件に違反した者のした入札は、無効とする。  

(6) 落札者の決定 

前橋市が定めた入札予定価格以上の金額で最高価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とする。 

６ 契約の条件及びその手続き等 

(1) 売買契約の締結期限 

令和８年１０月１９日（月） 

(2) 売買契約書作成の要否 要 

(3) 契約保証金等 

ア 落札者は、落札金額の１０％以上（円未満切上げ）の金額を契約保証金と

して契約締結までに前橋市の発行する納入通知書により、納付しなければ

ならない。 

イ 入札保証金は、契約保証金の一部へ充当できるものとする。 

ウ 契約保証金は、全額を売買代金へ充当するものとする。 

７ 売買代金の納付方法 

  落札者は、令和８年１１月２０日（金）までに売買代金から納付済みの契約

保証金を差し引いた金額を前橋市の発行する納入通知書により納付する。 

８ 契約不履行等 

(1) 契約者が契約を履行しないときは、市長は契約を解除する。この場合、契

約者は違約金として契約金額の１０分の１を支払わなければならない。  

(2) 契約者が契約に定める義務を履行しないことにより市長に損害を与えた

ときは、損害賠償金を支払わなければならない。  

(3) 契約者が契約保証金を納めているときは、その契約保証金を違約金に充当

するものとする。 

９ その他 

  詳細は、「令和８年度第１回一般競争入札による市有地売払い案内」によ

る。 


